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国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ

り
、
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
額
を
所
得
税
か

ら
引
き
切
れ
な
か
っ
た
人
は
申
告
が

必
要
で
す
。
申
告
に
よ
り
翌
年
度
の

住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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平
成　

年
分
以
降
の
所
得
税
か
ら

19

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

方
で
、
平
成　

年
か
ら　

年
ま
で
に

11

18

入
居
し
た
人
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「
町
民
税
県
民
税
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
毎
年
３

月　

日
（
今
年
は
３
月　

日
）
ま
で

15

16

に
市
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
人

　

…
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
平
泉

　
　

町
へ
提
出

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

　

…
確
定
申
告
書
と
と
も
に
税
務
署

　
　

へ
提
出
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平
成　

年
度
か
ら　

年
度
ま
で
の

20

28

各
年
度
の
個
人
住
民
税
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納
税
者
本
人
ま
た
は
そ
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
、
障

害
者
や
寝
た
き
り
高
齢
者
な
ど
が

い
る
場
合
に
は
、
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�

①
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
な

　

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

②
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
状
態

　

で
、
食
事
や
排
せ
つ
な
ど
に
支

　

障
が
あ
る
状
態
の
人
（
介
護
保

　

険
認
定
者
）

③
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

　

を
受
け
て
い
な
い
が
、
精
神
ま

　

た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る　

歳
65

　

以
上
の
人
で
、
そ
の
障
害
の
程

　

度
が
療
育
手
帳
や
身
体
障
害
者

　

手
帳
の
交
付
さ
れ
る
要
件
に
準

　

じ
る
人
（
介
護
保
険
認
定
者
）
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①
の
人
は
申
告
の
際
に
手
帳
等

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
、
③
の
人
は
保
健
セ
ン
タ
ー

に
申
請
し
、
認
定
書
の
交
付
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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確
定
申
告
の
際
に
、
寝
た
き
り

の
高
齢
者
な
ど
が
使
用
す
る
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
医
師
の
発

行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
必

要
で
す
が
、
次
の
対
象
者
に
つ
い

て
は
医
師
の
証
明
書
に
代
え
、
町

が
発
行
す
る
確
認
書
で
控
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
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介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
お
り
、
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降

の
人

※
初
め
て
医
療
費
控
除
を
受
け
よ

　

う
と
す
る
人
は
、
医
師
の
証
明

　

書
が
必
要
で
す
。

　

障
害
者
控
除
、
お
む
つ
代
の
医

療
費
控
除
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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保
健
セ
ン
タ
ー�
　

―
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５
７
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役場２階会議室肉用牛・乳用牛生産者２月10日（火）
〃肉用牛・乳用牛生産者　　12日（木）
〃肉用牛・乳用牛生産者　　13日（金）
〃１・３区　　16日（月）
〃　　２区　　17日（火）
〃４・５区　　18日（水）
〃　　６区　　19日（木）
〃　　７区　　20日（金）
〃　　８区　　23日（月）
〃　　９区　　24日（火）
〃　　10区　　25日（水）
〃　　11区　　26日（木）
〃　　12区　　27日（金）
〃　　13区３月２日（月）

学習センター　　14区　　３日（火）
〃　　15区　　４日（水）
〃　　16区　　５日（木）
〃　　17区　　６日（金）
〃　　18区　　９日（月）
〃　　19区　　10日（火）
〃　　20区　　11日（水）
〃　　21区　　12日（木）

役場２階会議室　全地区　　13日（金）
〃　全地区　　16日（月）

�������	９：00～11：30、13：00～15：30
　申告受付簿の記載時間は８：30～15：30です。皆さんのご協力
をお願いします。また農業所得を含めたすべての事業所得の計算
方法が収支計算となったため、申告時間が長引くことが予想され
ます。給与所得者で還付申告をする人は、一関税務署で申告した
方が待ち時間が少ないです。
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　旧条例の区域図は、規制の強い順から歴史景観地区
（下図凡例　　　）、風土景観地区（同　　　）、一般
景観地区（同　　　）に分けられていました。それら
は新条例においてもほぼ継承されていますが、若干異
なる部分があります。それは奥州市の白鳥舘遺跡の向
かいに当たる14区付近が、歴史景観地区となっている
点などです。３地区の規制内容の詳細については次号
に掲載しますが、おおよそ旧条例と同じ内容となって
います。
　新条例の大きな特徴は、さらに斜線部分が設けられ

ている点です。旧条例では、下図凡例　　　の部分が
許可制、これ以外が届け出制でしたが、新条例では、
斜線部分はすべてが認定申請制（認定を受けない限り
建築などができない地区）となります。斜線以外の部
分は、従来通り届け出制です。斜線部分では、再三の
是正命令等に従わないときなどに、罰則が科せられる
場合もあります。
　自宅などがどの区域に入るのかご心配な方、景観条
例について詳しく知りたい、あるいはご質問のある方
は、建設水道課までご連絡ください。


